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本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図 20 万及び基盤地図情報を一部加

工して複製したものである。 

本書に掲載した地図を第三者が複製する場合には、国土地理院長の承認を得る必要があ

る。 

 



まえがき 
 

環境影響評価は、事業の実施にあたり環境に及ぼす影響について、事前に調査、予測及

び評価を行うとともに、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講

じられた場合における環境影響を評価するものです。 

本図書（準備書）は、これから実施しようとする環境影響評価において、どのような項

目について、どのような方法で調査・予測・評価を実施するのか計画を示したものです。 

なお、本事業は、飛行場及びその施設の設置を行うものであり、環境影響評価法第 2 条

第 4 項に基づく対象事業（第二種事業）に該当し、今後、下図の手続の流れに沿って環境

影響評価を行い、評価書の公告・縦覧を行った後、事業（工事）を実施します。 

 
環境影響評価の手続の流れ 
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